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【注意】

市外で接種する方
は、こちらをご覧くだ
さい。

接種の前に、このご案内をよく
お読みいただき、母子健康手帳
等で接種歴をご確認の上、お子
さんの体調の良い時に予防接
種を受けてください。

予防接種に関する
最新情報は、さいた
ま市ＨＰでご確認く
ださい。

海外で接種済み
のワクチンがある
方は、こちらをご
覧ください。
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接種を受ける前にお読みください

１　定期予防接種とは
「定期予防接種」とは、ワクチンの種類・対象者・期間などが予防接種法で定められているもので、

各自治体が実施しています。

定期予防接種ではない予防接種は「任意接種」とよばれ、接種費用は全額自己負担となります。

２　定期予防接種の対象者・接種方法
(1)	接種対象者	 接種日時点で、次の２つの条件を満たす方

	 ①さいたま市に住民登録のある方

	 ※接種前後に住民登録を異動される場合はご注意ください。

 　後日、接種時点で住民票が無いことが判明した際は全額自己負担となります。

	 ②各ワクチンの対象年齢の方

(2)	接 種 場 所	 さいたま市定期予防接種実施医療機関

	 	※市内の実施医療機関以外で接種を希望される場合は、事前に各区役所保健セ

ンターへご相談ください

(3)	接 種 費 用	 無料

(4)	必 要 な 物	 	①各ワクチンの予診票　②母子健康手帳　③健康保険証　④子育て支援医療費

受給資格証、心身障害者医療費受給資格証、またはひとり親家庭等医療費受給

資格証　⑤お子さんがさいたま市民であることを確認できる書類（健康保険証、

個人番号カード等）

３　接種スケジュールについて
この冊子に掲載している接種スケジュールは、国が示している標準的なスケジュールです。実

際に接種の際は、医師と相談のうえ、接種スケジュールを調整してください。

なお、定期予防接種として接種できる最短のスケジュールは、さいたま市ＨＰで確認ができます。

４　特別な事情により定期予防接種の機会を逃した場合について
各ワクチンの対象年齢の間、「長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった」「臓器の移植を

受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた」等の特別な事情があり、やむを得ず接種を受け

ることができなかった場合は、その特別な事情がなくなってから原則２年以内であれば、公費で

定期予防接種を受けることができます。

この制度に該当する場合は、事前に各区役所保健センター等へご相談ください。

　なお、ワクチンのうち、接種可能期限が定められているものは下記のとおりです。

インフルエンザ菌ｂ型 ( ヒブ ) 10 歳未満

小児用肺炎球菌 ６歳未満

４種混合・５種混合 15歳未満

ＢＣＧ ４歳未満

※ロタウイルスワクチンはこの制度に含まれません。
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５　各疾病の症状及びワクチンの効果と副反応　
さいたま市ＨＰをご覧ください。　

６　注意事項
①	医療機関の診療時間内に事前予約をしてください。

②	医療機関のワクチンの在庫状況や休診日等により、希望どおりに接種を受けられないことが

あります。

事前に医療機関へ確認をしてください。

③	接種当日は体調を確認し、平熱より高い・機嫌が悪い・風邪症状がある等の場合は延期をお

勧めします。なお、以下の項目に該当する方もご注意ください。

・４週間以内に他の予防接種を受けている。

・生まれてから今までに特別な病気にかかり、医師の診察を受けている。

・ひどいアレルギーがある。

・けいれんを起こしたことがある。

・過去に免疫不全の診断を受けている及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる。

・	下記の例の病気が治癒してから 2週間～ 1か月経過していない、もしくは潜伏期間と考え

られる場合は医師の判断により接種を見合わせる場合があります。

〔例〕○手足口病　○伝染性紅斑（りんご病）　○水痘（水ぼうそう）　○麻しん（はしか）

　　　○風しん（三日ばしか）　○流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）等

・医師の診察及び投薬を受けている方は、接種可能か確認されることをお勧めします。

④	医療機関へは「予診票」、「母子健康手帳」、「健康保険証」、「子育て支援医療費受給資格証、

心身障害者医療費受給資格証、またはひとり親家庭等医療費受給資格証」を必ず持参してく

ださい。

⑤	接種後 30分はお子さんの様子をよく確認してください。

⑥	接種後、接種部位のひどい腫れ・高熱・ひきつけ等の症状がある場合は、医療機関で診察を

受けてください。

⑦	接種日時点でさいたま市に住民登録のない方が接種した場合、接種費用は原則自己負担とな

ります。後日、判明した場合は、接種医療機関にお支払いいただきます。

７　予防接種を受けることができない方
(1) 明らかに発熱のある方

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

(3) その日に受ける予防接種によって、または予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラ

キシー※を起こしたことのある方

※	アナフィラキシ－とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。

発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、吐き気、嘔吐、声が出にくい、

息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。

(4) その他、医師が不適当な状態と判断した場合

上の (1) ～ (3) にあてはまらなくても、医師が接種不適当と判断した場合は接種できません。
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昭和 37年度～昭和 53年度生まれの男性の皆様においては、過去に公的に予防接種が行われていないため、自

分が風しんにかかり、家族や周囲の人たちに広げてしまうおそれがあります。

この年代の男性が抗体検査を受け、必要な予防接種を受けることで、免疫を持つ人が増え、風しんの流行はなく

なると言われています。	

対象者には以前にクーポン券が届いているはずです。お子さんの周りに該当の方がいる場合は、抗体検査につい

て確認をしてもらってください。	

	 予防接種担当より

８　異なるワクチンの接種間隔
(1) 生ワクチン [ 注射 ] と生ワクチン [ 注射 ] の間は、27日以上の間隔が必要です。

生ワクチン
［注射］

●麻しん・風しん混合　●麻しん　●風しん
● BCG　●水痘（水ぼうそう）　△おたふくかぜ

27 日以上あける 生ワクチン
［注射］

●：定期予防接種　　△：任意予防接種（有料）

※	ロタウイルスワクチンは生ワクチンですが、注射ではなく、経口（口から飲む）ワクチン接種です。

※同じワクチンを複数回接種する場合は、各ワクチンの接種間隔を守ってください。

９　対象年齢・接種間隔の解釈　
さいたま市ＨＰをご覧ください。　

10　定期予防接種による健康被害救済制度
(1) 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、

生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく

給付を受けることができます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたも

のか、別の要因（予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等）に

よるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国

の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定される必要があります。

(2) 給付の内容は、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料となっ

ており、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療

が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

※給付申請の必要が生じた場合には、予防接種を受けた医療機関へご相談ください。

11　骨髄移植等により既に受けた定期予防接種の免疫が喪失した方へ　
骨髄移植等により既に受けた定期予防接種の免疫が喪失した方への任意接種の

再接種助成制度があります。詳しくはさいたま市ＨＰをご覧ください。

公費での実施期間は令和７年 3月 31 日まで

風しん抗体検査及び風しん第 5 期定期予防接種のご案内
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6
日
の
間
隔
を
お
い
て
３
回
接
種

１
期
追
加

　
１
期
初
回
３
回
目
の
接
種
後
、

　
１
年
～
１
年
半
の
間
隔
を
お
い
て
１
回
接
種

ロ
タ
テ
ッ
ク

（
５
価
）

※
５
種
混
合
接
種
時
は
不
要

４
種

混
合

※
５
種
混
合
接
種
時
は
不
要

ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
せ
き
・

破
傷
風
・
ポ
リ
オ

５
種

混
合

ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
せ
き
・

破
傷
風
・
ポ
リ
オ
・
ヒ
ブ

定
期
予
防
接
種
の
標
準
的
な
受
け
方

【
令
和
６
年
度
版
】

１
回
目
は
生
後

1
4
週
6
日
後
ま
で
に
接
種
。

初
回
接
種
開
始
時
年
齢
に
応
じ
て
、
回
数
や
間
隔

が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は
、「
定
期
予
防
接
種
の
ご

案
内
」を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

初
回
接
種
開
始
時
年
齢
に
応
じ
て
、
回
数
や
間
隔

が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は
、「
定
期
予
防
接
種
の
ご

案
内
」を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

1
歳
～
1
歳
３
か
月
未
満
に
接
種

２
回
目
接
種
１
回
目
接
種
後
、６
か
月
～
１
年
の
間
隔
を
お
い
て
接
種

１
歳
を
過
ぎ
た
ら
早
め
に
接
種
し
ま
し
ょ
う

３
回
目

　
１
回
目
か
ら
1
3
9
日
以
上
の
間
隔（
2
0
週
間
後
の
同
じ
曜
日
以
降
）を
お
い
て
接
種



ロタウイルス　R o t a v i r u s

※２種類のワクチンがあり、対象年齢・回数が異なりますので、ご注意ください。

１　対象年齢　
ロタリックス (１価 )：出生 6週 0日後～ 24週 0日後

ロタテック (５価 )　：出生 6週 0日後～ 32週 0日後

※	出生 15 週 0日後以降の 1回目の接種は安全性が確立されていませんので、1 回目の接種は

必ず出生 14週 6日後までにお受けください。

２　接種回数
ロタリックス (１価 )：２回 (27 日以上の間隔をおいて 2回経口接種 )

ロタテック (５価 )　：３回 (27 日以上の間隔をおいて３回経口接種 )

※	どちらか一方のワクチンを選択し、１回目のワクチンと同じワクチンで、２回目以降も受け

てください。そのため、２回目以降の接種の予約の際及び接種前に、母子健康手帳の接種の

記録欄等で「既に受けたワクチン名」をご確認の上、医療機関にお伝えください。

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・１回目：生後２か月～生後 14週６日後までに接種

・２回目：１回目から 27日以上の間隔をおいて接種

・３回目 ( ロタテックのみ )：２回目から 27日以上の間隔をおいて接種

４　接種を受ける際の注意
授乳は、接種を受ける１～２時間前までに済ませましょう。少し空腹感のある方がワクチン接

種を受けやすいと考えられます。授乳後は嘔吐（おうと）をする可能性があるため、接種後の授

乳は 30分程度あけることをお勧めします。

接種後に吐き出してしまっても、口の中に少量でも飲み込んでいれば一定の効果があることや、

複数回の接種による一連の接種で効果が期待できることから、原則、接種の受け直しは不要です。

ワクチンで病気を防ぐためには、各ワクチンを、正しい時期・回数・間隔で接種することが大切です。子供は体

調を崩しがち。スケジュール通りにいかず悩むこともあるかもしれません。	

慌てず焦らず、かかりつけの接種医と一緒に確認しながら、忘れずに接種していきましょう。	

	 予防接種担当より

接種間隔

いつ・何のワクチンを、どの様な間隔で
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インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）　H a e m o p h i l u s  i n f l u e n z a  t y p e  b

１　対象年齢	 生後 2か月～５歳未満

２　接種回数	 接種開始時の年齢により異なります。詳細は、「４	接種方法」をご覧ください。

３　国が示している標準的な接種スケジュール　
・初回接種：生後 2か月～ 7か月未満の間に接種を開始し、

１歳未満までに 27日～ 56日の間隔で３回接種

・追加接種：初回接種終了後、７か月～ 13か月の間隔をおいて１回接種

４　接種方法	 次の表の３パターンのいずれかになります。

パターン 接種開始時年齢 接種間隔・接種回数

１
（推奨）

生後２か月

～

７か月未満

初回

１歳未満までの間に27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて
３回接種

ただし、２回目、３回目の接種は１歳未満までに行うこととし、
１歳の誕生日を迎えた場合は行わない（追加接種は可能）。

追加
初回接種終了後、７か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて
1 回接種

２

生後７か月

～

１歳未満

初回

１歳未満までの間に27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて
２回接種

ただし、２回目の接種は１歳未満までに行うこととし、
１歳の誕生日を迎えた場合は行わない（追加接種は可能）。

追加
初回接種終了後、７か月以上、標準的には13か月までの間隔をおいて
1 回接種

３ １歳～５歳未満 1 回接種

注意　令和６年４月１日から「５種混合」が定期予防接種の対象となりました

「５種混合」には「ヒブ」が含まれています。「５種混合」を接種する方は「ヒブ」を単

独で接種する必要はありません。ご注意ください。

生後２か月以降で既に「ヒブ」「４種混合」のそれぞれでワクチン接種を開始した場合は、

原則、同一のワクチンで必要回数を接種しましょう。

ただし、まだ接種が完了していない方のうち、やむを得ない事情があると認めた場合は、

接種医と十分相談したうえで未接種の回数分を「５種混合」に変更することも可能です。
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小児用肺炎球菌　P n e u m o c o c c u s

１　対象年齢	 生後 2か月～５歳未満

２　接種回数	 接種開始時の年齢により異なります。詳細は、「４	接種方法」をご覧ください。

３　国が示している標準的な接種スケジュール　
・初回接種：生後 2か月～７か月未満の間に接種を開始し、

１歳未満までに、27日以上の間隔をおいて３回接種

・追加接種：（初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて）

１歳～１歳３か月未満の間に１回接種

４　接種方法	 次の表の４パターンのいずれかになります。

パターン 接種開始時年齢 接種間隔・接種回数

１
（推奨）

生後２か月

～

７か月未満

初回

標準的には１歳未満までに27日以上の間隔をおいて、3 回接種

ただし、２回目・３回目の接種は２歳未満までに行うこととし、
２歳の誕生日を迎えた場合は行わない（追加接種は可能）。
また、２回目の接種を１歳の誕生日以降に行う場合、３回目の
接種は行わない（追加接種は可能）。

追加
初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、１歳に至った日以降に
1 回接種

２

生後７か月

～

１歳未満

初回

標準的には１歳未満までに27日以上の間隔をおいて２回接種

ただし、２回目の接種は２歳未満までに行うこととし、
２歳の誕生日を迎えた場合は行わない（追加接種は可能）。

追加
初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、１歳に至った日以降に
1 回接種

３ １歳～２歳未満 60日以上の間隔をおいて、２回接種

４ ２歳～５歳未満 1 回接種
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Ｂ型肝炎　H e p a t i t i s  B

１　対象年齢	 １歳未満
※母子感染予防のために、生まれた直後にＢ型肝炎ワクチンの接種を受けた方は、対象外とな

ります。

２　接種回数	 ３回
・２回目の接種は、１回目から 27日以上の間隔をおいて接種

・３回目の接種は、１回目から 139 日以上の間隔をおいて接種

※接種可能な B型肝炎ワクチンは、「ビームゲン（HB）」と「ヘプタバックス（ヘプタ）」の２種類です。

どちらのワクチンを接種しても、お互いに遺伝子型の異なるＢ型肝炎ウイルスに対する感染予

防効果があると考えられています。

※現時点では、３回とも同一のワクチンを接種することが、望ましいと考えられています。その

ため、２回目以降の接種の予約の際及び接種の前に、母子健康手帳の接種の記録欄等で「既に

受けたワクチン名」をご確認の上、医療機関にお伝えください。

※３回の接種の途中で、ワクチンを切り替えた場合でも、定期予防接種としての接種が可能です。

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・１～２回目：生後２か月～３か月の間に 27日以上の間隔で２回接種

・３回目　　：生後７か月～９か月未満の間に接種（１回目接種後 139 日以上の間隔で１回）

ジフテリア ･ 百日せき ･ 破傷風 ･ ポリオ（４種混合）
 D i p h t h e r i a ・ P e r t u s s i s ・ t e t a n u s ・ P o l i o

１　対象年齢	 生後２か月～７歳６か月未満

２　接種回数	 初回接種：20日以上の間隔をおいて３回接種

	 追加接種：初回接種終了後、６か月以上の間隔をおいて１回接種

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・初回接種：生後２か月～１歳未満の間に、20日～ 56日の間隔をおいて 3 回接種

・追加接種：初回接種終了後、１年～１年６か月の間隔をおいて１回接種

生後２か月以降で既に「ヒブ」「４種混合」のぞれぞれでワクチン接種を開始していた場合は、原則、同一のワ

クチンで必要回数を接種しましょう。	

ただし、まだ接種が完了していない方のうち、やむを得ない事情があると認めた場合は、接種医と十分に相談し

たうえで未接種の回数分を「５種混合」に変更することも可能です。	

	 予防接種担当より

交互接種について

令和 6 年 4 月から「5 種混合ワクチン」が定期予防接種の対象に
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＜新規＞令和６年４月１日から定期予防接種の対象となりました。

１　対象年齢	 生後２か月～７歳６か月未満

２　接種回数	 初回接種：20日以上の間隔をおいて３回接種
	 	追加接種：初回接種終了後、６か月以上の間隔をおいて１回接種

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・初回接種：生後２か月～１歳未満の間に、20日～ 56日の間隔をおいて 3 回接種

・追加接種：初回接種終了後、１年～１年６か月の間隔をおいて１回接種

ＢＣＧ　T u b e r c u l o s i s

１　対象年齢	 １歳未満

２　接種回数	 １回

３　国が示している標準的な接種スケジュール
生後 5か月～ 8か月未満の間に、1 回接種

麻しん ･ 風しん 第１期　M e a s l e s ・ R u b e l l a

１　対象年齢	 １歳～２歳未満　１歳の誕生日を迎えたら、早めに接種を受けましょう！

２　接種回数	 １回

※既に麻しんまたは風しんにかかった事がある方でも、麻しん・風しん混合ワクチンの接種は

可能です。なお、ご希望の場合は、かかっていない一方の単独ワクチンの接種も可能です。

麻しんウイルスは感染力が極めて強く、くしゃみやせき、接触などにより簡単に感染します。

感染すると、高熱やせき、発疹等の主症状のほか、免疫力の低下による肺炎や脳炎等の合併症

を招くこともある生命に関わる病気です。

風しんは、麻しんよりも症状が軽いと言われていますが、まれに脳炎等の合併症を起こすこ

とがあります。また、主に妊娠初期（20週頃まで）の妊婦が感染すると、先天性風しん症候群（難

聴、心疾患、白内障等）の赤ちゃんが生まれる可能性があります。

麻しん及び風しんそのものに有効な治療方法はなく、予防接種が唯一有効な対策となります。

　麻しん ･風しん予防接種を１回も受けていない方は、高い確率で感染します。また将来、留

学 ･海外渡航等で接種歴を求められる場合がありますので、ご注意ください！！

ジフテリア ･ 百日せき ･ 破傷風 ･ ポリオ・ヒブ（５種混合）
 D i p h t h e r i a ・ P e r t u s s i s ・ t e t a n u s ・ P o l i o ・ H a e m o p h i l u s  i n f l u e n z a  t y p e  b
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１　対象年齢	 １歳～３歳未満
※既に水痘にかかったことがある方は、定期予防接種の接種対象外となります。

２　接種回数	 ２回
※ 2回目は、１回目から３か月以上の間隔をおいて接種

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・1回目：１歳～１歳３か月未満の間に１回接種

・2回目：１回目終了後、６か月～ 12か月の間隔をおいて１回接種

日本脳炎 第 1 期　J a p a n e s e  e n c e p h a l i t i s

１　対象年齢	 生後６か月～７歳６か月未満
	 ※特例措置対象者：平成 16年４月２日～平成 19年４月１日生まれ

２　接種回数	
・初回接種：６日以上の間隔をおいて２回接種

・追加接種：初回接種終了後、６か月以上の間隔をおいて１回接種

３　国が示している標準的な接種スケジュール
・初回接種：３歳～４歳未満の間に、６日～ 28日の間隔をおいて２回接種

・追加接種：初回接種終了後、概ね１年後に１回接種

水痘（水ぼうそう）　V a r i c e l l a

Ｍ R ワクチン
2 期

幼稚園・保育園の

年長児に相当する

１年間のみ

接種期間

９歳に達した時から

 １０歳に達する時まで

標準的な接種期間

日本脳炎ワクチン
2 期

 １1歳に達した時から

 １2歳に達する時まで

標準的な接種期間

二種混合（DT）
ワクチン

2期

 １3歳となる日の

属する年度の初日から

当該年度の末日

標準的な接種期間

ＨＰＶワクチン
（女子のみ）

※ R6.4.1 現在

	※	ＨＰＶワクチンは小学校 6年生相当から接種可能

今 後 の 予 定

接種時期が近付いたら

個別通知を送付しています。

忘れずに受けてね。

令和６年４月版

【注意】

市外で接種する方
は、こちらをご覧くだ
さい。

接種の前に、このご案内をよく
お読みいただき、母子健康手帳
等で接種歴をご確認の上、お子
さんの体調の良い時に予防接
種を受けてください。

予防接種に関する
最新情報は、さいた
ま市ＨＰでご確認く
ださい。

海外で接種済み
のワクチンがある
方は、こちらをご
覧ください。

かいがい

かた

せっしゅ  ず

らん
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